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須恵町立須恵第二小学校 

 

教育目標 

ふるさと須恵を愛し， 

夢をもって主体的に取り組む子どもの育成 



令和５年度 事業報告 

 

月 執行部 関連事業 

目標 保護者、教師、地域とのパイプ役としての役割を果たし、児童の健全なる成長の支援にあたる 

４ 

4 新現役員会・理事会 

10 学年学級委員選出 

11 学年学級委員選出 

13 入学式 

22 PTA カフェ  

PTA 総会（書面） 

 16  PTA 役員研修会（福岡

県 PTA 連合会） 

18 町 P 連新旧役員会 

20 コミュニティ新旧役員会 

 

５ 

5 決議フォーム締切 

9 役員会・理事会 

12 運動会テント建て 

12 施設委員会 

14 美化作業 

20 中学校運動会 

27 小学校運動会 

10 給食献立委員会 

16 コミュニティ総会 

 

６ 

6 役員会・理事会 

18 リサイクルサンデー 

26 臨時役員会 

 

 

1 青少年指導員会代表者会 

14 学校経営説明会 

20 青少年指導員会全大会 

28 給食献立委員会 

28 社会教育委員会 

29 図書館協議会 

７ 

4 役員会・理事会 

10 施設委員会 

 2 区Ｐ連指導者研修会 

3 ぺったんフェア部会 

7 PTA 連絡協議会情報交換

会 

14 学校関係者評価委員会 

18 町Ｐ連絡協議会 

20 青少年指導員会代表者会 

22 子供奉納相撲来賓 

24 コミュニティ役員会 

８ 
29 学年学級委員会  18 ぺったんフェア部会  

９ 

4 役員会・理事会 

13 成人教育委員会 

15 地区環境委員会 

 14 青少年指導員会代表者会

（欠席） 

21 ぺったんフェア第 1 回模

擬店代表者会議 

26 5 学年稲刈り 

28 図書館協議会 

29 給食献立委員会 

10 

3 役員会・理事会 

18 第 3 回施設委員会 

24 臨時役員理事会 

 6 町 P 連連絡協議会 

11 ぺったん模擬店会議 

12 ぺったん舞台発表代表者

会議 

19 ぺったん実行委員会 

21 県 P 連 

23 ぺったんのぼり旗設置 

27 体力向上委員会 

28 ぺったん田んぼアート 

28 九州 PTA 大会 

29 九州 PTA 大会 

11 

7 役員会・理事会 

14 役員選考委員会 

 4 ぺったん会場設営 

5 ぺったんフェア 

11 コミュニティ実行委員会 

12 須恵町町制施工 70 周年

記念式典 

19 須恵駅竹灯篭 電飾入れ 

21 給食試食会 

24 給食献立委員会 

26 須恵駅 イルミネーショ

ン設置作業 

12 
3 リサイクルサンデー 

5 役員会・理事会 

 2 イルミネーション点灯式  



１ 

9 役員会・理事会 

24 入学説明会 

30 臨時役員会 

 7 はたちの集い 

14 竹灯篭撤去 

31 体力向上検証委員会 

31 給食献立委員会 

２ 

6 役員会・理事会 

16 2.5.6 参観 

19 広報委員会 

20 地区環境委員会 

22 成人教育委員会 

26 1.3.4 参観 

29 施設委員会 

8 町 P 連絡協議会 

17 避難所研修訓練 

20 須恵町園学校経営説明会 

21 給食献立委員会 

23 県 P 連 学びの広場 

26 コミュニティ役員会 

３ 

1 学年学級委員会 

5 役員会・理事会 

14 小学校卒業式 

15 選考委員解散式 

22 会計監査 

4 学校関係評価委員会  

 



令和５年度 委員会事業報告   

 

月 広報 施設 地区環境 成人教育 学年学級 

目標 

定期的な広報誌の

発行を通して、学

校、家庭、地域の

情報共有を図る 

リサイクル活動を

通して、地域との

協和、資源の大切

さを考える 

子どもの生命を守

る為の地域活動を

推進する 

家庭教育や子育て

を共に考え、啓発す

る 

保護者と教師のパ

イプ役となり、児童

の健康推進をめざ

す 

４ 
  18 第一回委員会 旧理事より引き継ぎ 

新委員と LINE 交換 

10.11.13 学級委

員・成人教育委員決め 

５ 

10 第 1 回広報委員

会 

14 美化作業［写真

撮影］ 

27 運動会［写真撮

影］ 

12 第一回施設委員

会 

14 美化作業 

27 運動会 

14 美化作業 

22 第 2 回地区環境

委員会 

27 運動会 

14 美化作業 

27 運動会 

26 第一回成人教育

委員会 

14 美化作業 

27 運動会 

 

６ 

18 リサイクルサン

デー［写真撮影］ 

18 リサイクルサン

デー 

18 リサイクルサン

デー 

18 リサイクルサン

デー 

26 第一回成人教育

委員会 

18 リサイクルサン

デー 

７ 

5 広報誌発行 

19 広報誌配布 

10 第二回施設委員

会 

夏休み期間中 危険

箇所の選定 

  

８ 

   ノーテレビ・ノーゲー

ム（夏休み） 

29 学級委員会 

９ 

  15 第 3 回地区環境

委員会 

13 第二回成人教育

委員会 

ノーテレビ・ノーゲー

ム集計結果発信 

11 学級集会 

20 学級集会 

１０ 

1 美化作業 

24 ぺったんフェア

会議 

1 美化作業 

18 第三回施設委員

会 

24 ぺったんフェア

会議 

1 美化作業 

24 ぺったんフェア

会議 

1 美化作業 

24 ぺったんフェア会

議 

グループ LINE でやり

とり(お手伝い)内容報

告 

1 美化作業 

24 ぺったんフェア会

議 

１１ 

5 ぺったんフェア 

広報写真撮影 

5 ぺったんフェア 5 ぺったんフェア 5 ぺったんフェア 5 ぺったんフェア 

11/16  進級 プ レ

ゼント支払い 

１２ 

1 選考委員会 

3 リサイクルサン

デー 

1 選考委員会 

3 リサイクルサン

デー 

1 選考委員会 

3 リサイクルサンデ

ー 

1 選考委員会 

3 リサイクルサンデ

ー 

3 リサイクルサンデ

ー 

15 進級プレゼント

搬入 

１ 

    12 6 学年クラス委員

会 

２ 

3 大縄大会写真撮

影 

19 広報委員会解散

式 

29 第四回施設委員

会&解散式 

20 地 区 環 境 委 員

会、解散式 

/22 第 3 回成人教

育委員会 

 

３ 

上旬 広報誌配布 

15 選考委員解散式 

15 選考委員解散式 15 選考委員解散式 15 選考委員解散式 1 学年学級委員会 

13 6 学年先生方への

卒業記念品搬入 

進級プレゼント配布 

 



 

令和 5 年度 学年学級委員会事業報告 
 

月 1 学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 

目標 各学級の保護者の代表として、保護者と教師のパイプ役となり、児童の健全育成を目指す 

４ 
13 学 年 学 級 委

員・成人教育委員

決め 

11 学年学級委員・

成人教育委員決め 

11 学年学級委員・

成人教育委員決め 

11 学年学級委員・

成人教育委員決め 

10 学 年 学 級 委

員・成人教育委員

決め 

10 学 年 学 級 委

員・成人教育委員

決め 

５ 
14 美化作業 

27 運動会 

14 美化作業 

27 運動会 

14 美化作業 

27 運動会 

14 美化作業 

27 運動会 

14 美化作業 

27 運動会 

14 美化作業 

27 運動会 

６ 
18 リサイクルサ

ンデー 

18 リサイクルサ

ンデー 

18 リサイクルサ

ンデー 

18 リサイクルサ

ンデー 

18 リサイクルサ

ンデー 

18 リサイクルサ

ンデー 

７       

８ 29 学級委員会 29 学級委員会 29 学級委員会 29 学級委員会 29 学級委員会 29 学級委員会 

９ 11 学級集会 11 学級集会 11 学級集会 20 学級集会 20 学級集会 20 学級集会 

１０ 
1 美化作業 

24 ぺったんフェ

ア会議 

1 美化作業 

24 ぺったんフェ

ア会議 

1 美化作業 

24 ぺったんフェ

ア会議 

1 美化作業 

24 ぺったんフェア

会議 

1 美化作業 

24 ぺったんフェ

ア会議 

1 美化作業 

24 ぺったんフェ

ア会議 

１１ 5 ぺったんフェア 5 ぺったんフェア 5 ぺったんフェア 5 ぺったんフェア 

5 ぺったんフェ

ア 

16 進級プレゼン

ト支払い 

5 ぺったんフェア 

１２ 

3 リサイクルサン

デー 

15 進級プレゼン

ト搬入 

3 リサイクルサン

デー 

15 進級プレゼン

ト搬入 

3 リサイクルサン

デー 

15 進級プレゼン

ト搬入 

3 リサイクルサン

デー 

15 進級プレゼン

ト搬入 

3 リサイクルサ

ンデー 

15 進級プレゼ

ント搬入 

3 リサイクルサン

デー 

15 進級プレゼン

ト搬入 

１      
12  6学年クラス

委員会 

２       

３ 
1 学年学級委員会 

進級プレゼント配

布 

1 学年学級委員会 

進級プレゼント配

布 

1 学年学級委員会 

進級プレゼント配

布 

1 学年学級委員会 

進級プレゼント配

布 

1 学年学級委員

会 

進級プレゼント配

布 

1 学年学級委員会 

13 6 学年先生方

への卒業記念品搬

入 

進級プレゼント配

布 

 









令和 6 年度 事業計画（案） 

月 執行部 広報 施設 地区環境 成人教育 

目標 

保護者、教師、地域と

のパイプ役としての

役割を果たし、児童の

健全なる成長の支援

にあたる 

定期的な広報

誌の発行を通

して、学校、家

庭、地域の情

報共有を図る 

リサイクル活動を

通して、地域との協

和、資源の大切さを

考える 

子どもの生命を

守る為の地域活

動を推進する 

家庭教育や子育てを

共に考え、啓発する 

４ 

入学式 

PTA 総会（書面） 

区Ｐ連総会 （書面） 

定 
期 

的 

広 

報 

誌 

の 

発 

行 

   

５ 

美化作業 

コミュニティ総会 

運動会 

 

 
美化作業 

 

 

６ 

町 P 連総会 

区Ｐ連指導者研修会 

リサイクルサンデー 

リサイクルサンデー   

７ 
役員人権教育研修会 

 

 

 
 夏休みチャレンジ 

８ Stop･ザ.･非行ふくおか    

９   危険箇所ﾏｯﾌﾟ選定  

１０ 

美化作業 

九 P 大会（長崎） 

合同実践交流会（町 P） 

 美化作業  

１１ 

ぺったんフェア 

福Ｐ連研修会 

福Ｐ連母親研修会 

  ぺったんフェア 

１２ リサイクルサンデー リサイクルサンデー   

１ 

福岡地区教育向上福岡県

民フォーラム（県 P） 

区Ｐ連母親委員研修会 

   

２ 
県Ｐ連新家庭教育宣言実

践報告会 
   

３ 卒業式    

●月 1 回の役員会，理事会 



 

令和５年度 学年学級委員会事業計画（案） 

 

月 1 学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 

目標 各学級の保護者の代表として、保護者と教師のパイプ役となり、児童の健全育成を目指す 

４ 

22 学習参観 

 ＰＴＡ総会 

（中止） 

22 学習参観 

 ＰＴＡ総会 

 （中止） 

22 学習参観 

 ＰＴＡ総会 

 （中止） 

22 学習参観 

 ＰＴＡ総会 

 （中止） 

22 学習参観 

 ＰＴＡ総会 

（中止） 

22 学習参観 

 ＰＴＡ総会 

（中止） 

５ 14 美化作業 14 美化作業 14 美化作業 14 美化作業 14 美化作業 14 美化作業 

６       

７       

８ 27 美化作業 27 美化作業 27 美化作業 27 美化作業 27 美化作業 27 美化作業 

９ 8 学習参観 8 学習参観 8 学習参観 21 学習参観 21 参観・集会 21 参観・集会 

１０ 
進級プレゼント準備 

1 美化作業 

進級プレゼント準備 

1 美化作業 

進級プレゼント準備 

1 美化作業 

進級プレゼント準備 

1 美化作業 

進級プレゼント準備 

1 美化作業 

進級プレゼント準備 

1 美化作業 

１１ 11 道徳参観 11 道徳参観 11 道徳参観 11 道徳参観 
5 ぺったんﾌｪｱ

11 道徳参観 
11 道徳参観 

１２       

１       

２ 28 学習参観 16 学習参観 28 学習参観 28 学習参観 16 学習参観 16 学習参観 

３ 

進級プレゼン

ト配布 

 

進級プレゼント

配布 

 

進級プレゼント

配布 

 

進級プレゼント

配布 

 

進級プレゼント

配布 

 

進級プレゼント

配布 

卒業式 

※行事についてはコロナウイルス等感染防止のため、中止・変更になる可能性があります。 



収入の部 （単位：円）

6年度予算 5年度決算 増　　減 摘　　　要

674,923 543,333 131,590

1,483,200 1,500,000 △ 16,800 (P 568 + T 50 )

310,000 310,000 0 町補助金

0 0 0 　　　　　　　

5 5 0 利息

29,700 29,700 0 制度運営費還付金

2,497,828 2,383,038 114,790

支出の部 （単位：円）

6年度予算 5年度決算 増　　減 摘　　　要

運 会　 議 　費 120,000 80,516 39,484 会議費・新旧役員交代式・会計監査・懇親会

　 負　 担 　金 150,000 96,664 53,336 県･地区･町Ｐ連負担金

　 渉 　外 　費 100,000 100,000 0 会長渉外費

費 事　 務　 費 50,000 34,348 15,652 ファイル、プリンターインク、消耗品費　

総 　会 　費 80,000 0 80,000 総会経費

専 広報委員会費 50,000 19,170 30,830 広報誌印刷代・活動費

門 施設委員会費 30,000 11,509 18,491 リサイクルサンデー費用

委 地区環境委員会費 40,000 28,756 11,244 校内美化作業費・活動費

員 成人教育委員会費 20,000 3,256 16,744 講演会、夏休みチャレンジ

会 学年学級委員会費 460,000 317,600 142,400 進級プレゼント・PTAレク

専門委員会活動費 65,000 51,000 14,000 専門委員会記念品費

300,000 157,137 142,863 設備整備費・印刷機使用料・小学校PTA連合会購読料

120,000 119,361 639 児童用図書購入代

20,000 9,935 10,065 レクの会・お話の会

研修  研修会及び旅費 250,000 206,697 43,303 九Ｐ大会、委員研修会

厚  記 念 品 代 400,000 372,726 27,274 役員･理事記念品、卒業証書入、卒業花代・担任記念品

生  弔  慰  費 35,000 6,000 29,000 死亡弔慰金・入院見舞

費  傷害保険料 100,000 93,440 6,560 ＰＴＡ災害補償掛金

107,828 0 107,828

2,497,828 1,708,115 789,713

令和　6　年度　PTA予算案　（案）
 

費　　　目

前 年 度 繰 越 金

会          費

町  補  助  金

繰    入    金

利          息

そ　  の 　 他

合          計

費　　　目

設備費

図書購入費

ボランティア活動費

予   備   費

合　　    計



第 １ 条

①
②
③

④ 　学校・地域社会及び目的を同じくする公的機関・団体に協力するが一部の政党

⑤

①

②
③
④

　本会に次の役員をおく。
①

②

③
④
⑤

第 ６ 条　　

　会員は、定められた会費を納入する義務がある。

　本会の会員となることのできる者の条件及び権利・義務等は次の通りである。

　会員は、本会の活動に積極的に参加し、決定事項を実践する義務がある。

第 ２ 条

第 ３ 条

第 ４ 条

第 ５ 条　　

第 ３ 章　　役　　員

努める。

第 ２章　　会　　員

　顧　問　　　校長

　書　記　　　４名（Ｐ１名、Ｔ３名）
　会　計　　　２名（Ｐ１名、Ｔ１名）

第 １ 章　　総　則

須恵第二小学校におく。

いて承認された者とする。

こととする。

る。

　役員は、会計監査員又は選考委員を兼ねることはできない。

須恵第二小学校ＰＴＡ規約

　保護者と教師の関係を一層密にし、学級・学年・地区の集会活動の向上充実に

　本校に在籍する児童の保護者、本校の教職員、本校の通学区に居住し総会にお

　副会長　　　４名（男２名・女２名）但し、副会長は書記・会計を兼任する。

　会員は、運営について意見を述べることができる。

　その他、本会の目的達成に必要な活動をする。
や宗教、その他、反社会的団体の干渉や支配は受けない。

　よい保護者、よい教師となるための会員の知識教養の向上に努める。
　児童の教育向上のため、環境や施設の充実に努める。

　本会の名称は、須恵第二小学校ＰＴＡ（以下「本会」という。）とし事務局を

　本会の目的は、保護者と教師が連携協力して児童の健全なる成長を支援すると
ともに、会員相互の識見を高め、家庭、学校、地域社会の教育力の向上に努める

　会　長　　　１名

　本会は、自主独立の団体で、前条の目的達成のために次の方針に従って活動す



①

②
③
④

ア 会　　則
イ 当該年度の人事記録
ウ 会議の議事録
エ 往復文書等

⑤
⑥

①
②
③
④
⑤ 　会長、副会長は、須恵第二小学校児童の保護者とする。

①

②

③

④

⑤

　専門委員長は、前年度理事会で選出し、総会で承認する。

　専門委員会は、本会の目的を達成するための諸行事を企画、運営する。

　専門委員会の構成は、理事・地区選出委員・学年学級委員代表及び本校職員を
もって構成する。

第１０条　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※いじめ・不登校対策部会を兼ねる）

第１１条　　

第１２条　　

○　児童の健康増進及び学校給食の効果的な運営に協力する。（健康給食部会）

学年学級委員会

　・子どもの心身を健全に育てるための地域活動

○　会員並びに地域社会や関係諸機関に対しＰＴＡ活動の情報を伝達する。
○　家庭教育や子育て等に関する情報収集を行う。

広報委員会

○　主として地域の教育環境の改善・充実に努める。

○　地区懇談会を通して、「地域の子ども」を育てる活動に努める。

　に対し地域の環境保全に関する意識を高める。
○　リサイクル活動による収益の有効活用を企画・立案する。
　成人教育委員会

　地区環境委員会

○　家庭教育や子育てに関する学習の機会を提供する。

　・子どもの生命を守るための地域活動

　副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その代理をする。

　会長、副会長は、選考委員会で選出し、総会において決定する。
　選考委員会は、各地区２名の代表により構成し、委員長は委員の互選とする。
　理事は、各地区代表１名、学年学級委員６名とし、総会において承認する。

○　学年学級の問題を集約し、解決の方途を探る。（学年学級部会）

　役員は、次の方法で選出する。但し、その任期は１年とし、再任を妨げない。

　書記は、次にあげる記録をする。

第 ４ 章　　専門委員会

第 ９ 条　　

　書記、会計は、会長が指名し、総会において承認する。

○　学校教育に関する理解を深める活動を行う。

第 ８ 条　　

第 ７ 条　　

○　リサイクル活動を通して資源の有効活用を図るとともに、会員並びに子ども
○　主として学校教育施設や環境の改善・充実に関する活動を実践する。

　役員個々の任務は、次のとおりとする。

　会長は、総会の議事の決定に基づいて会務を処理する。

　会計は、会長の指示により、本会の会計業務を処理をする。
　会計は、会計監査を受け、決算報告書を総会に提出しなければならない。

施設委員会

　会長は、本会を代表し、総会、委員総会、理事会及び役員会を招集し会を主催
する。

　本会の活動を充実させるために次の専門委員会をおく。



①
②

　本会の会議は、次のとおりとする。
①
②
③
④

①

②
③

④

　総会では、次のことを審議する。
①
②
③
④
⑤

①
②
③
④

①

②
③

○
○
○

　開催方法は、対面総会もしくは、書面総会とし、理事会の承認を経て会長が決
定する。
　書面総会の定足数は、全会員の２分の１の書面表決書の提出をもって充足する
こととし、議決はその過半数の賛成を必要とする。なお、可否同数のときは、否
とする。

各専門委員会の本校職員

遂行する。
　理事会の定足数は、構成員の２分の１とし、決議は出席者の過半数の同意を必
要とする。
　理事会は必要に応じて開催することができる。
　理事会は、次の者で構成する。

役員

　学校と緊密な連絡・調整に関すること
　総会、委員総会、理事会に諮る議案の作成
　専門委員会からの相談に関すること
　その他、本会の運営に関する事項の立案に関すること

　その他重要な案件

　理事会は、総会から付託された事項及び、本会の事業を執行するために業務を

める議決をした場合開催することができる。

　事業報告並びに決算の承認
　事業計画並びに予算の決定
　規約の改正に関すること
　役員等の決定及び承認に関すること

　役員会は、全役員で構成し、以下の業務を担当する。

　定足数は、委任状の数も含め認める。

第 ５ 章　　会 計 監 査

　総　　会

第１３条　　

以上とする。なお、可否同数の場合は議長の決するところによる。

専門委員会委員長・副委員長

第１９条　　

第１８条　　

第１６条　　

第１７条　　　臨時総会は、会員の３分の１以上の要請があった場合、又は理事会が必要と認

　本会の会計を監査するため会計監査員をおく。

　会計監査員は、会計の収支を監査し、その結果を総会に報告しなければならな

　理 事 会

第 ６ 章　　会　　議

第１５条　　

第１４条　　

　専門委員会

　役 員 会

は、出席者の過半数の同意を必要とする。但し、規約の改正の議決は、３分の２
　総会は、年１回とし、定足数は、会員の２分の１（委任状を含む）とし、議決
　総会は、本会の最高議決機関であって、年１回開催する。

　会計監査員は、２名とし総会において選出する。

い。



　理事会の任務は次のとおりとする。
①
②
③
④

①
②

ができる。細則の設定と改廃は総会に報告する。

第 ７ 章　　経　　理

第２４条　　

第２５条　　

　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第２３条　　

第２２条　　

　理事会は、本会の円滑な運営を進めるために規約を補完する細則を定めること

　総会の決議事項の執行に関すること。

　専門委員会の活動計画の審議決定。

手続きを取ることができる。但し可決については総会の出席会員の過半数の同意

　その他、本会の目的達成のために必要な事項。

　総会又は委員総会に提出する議案。

　会長は、本会の活動を充実するために、必要に応じ委員総会を開催することが
できる。

　本会の運営及び活動に必要な予算は、総会で決定する。
　本会の経費は、会費、事業収入、補助金及び寄付金をもって充てる。

　専門委員会は、委員長が召集し、総会、理事会から委任された業務を実施する。

を必要とする。

　この規約の改正及び修正は、理事会において出席の３分の２以上の賛成により

第２１条　　

第 ８ 章　　規約改正及び細則の改正

第２０条　　



この規約は、昭和３３年５月２５日より実施する。

( 令和 ４ 年４月２８日　一部改正 )
（ 平成３０年４月２８日　一部改正 ）
( 平成２０年４月１９日　新規改正 )

第 ９ 章　　附　則

第２６条　　

( 平成 ５ 年４月２４日　一部改正 )

( 平成１４年４月２７日　一部改正 )

( 昭和５５年５月１１日　一部改正 )

( 令和 ６ 年４月２０日　一部改正 )

( 昭和６１年４月２７日　一部改正 )
( 昭和６３年４月２４日　一部改正 )
( 平成 元 年４月２３日　一部改正 )

( 昭和３９年４月２６日　一部改正 )
( 昭和５０年５月１８日　一部改正 )
( 昭和５３年４月２３日　一部改正 )
( 昭和５４年５月１３日　一部改正 )

( 昭和５９年４月３０日　一部改正 )

( 平成 ６ 年４月３０日　一部改正 )
( 平成 ７ 年４月３０日　一部改正 )
( 平成１０年４月２６日　一部改正 )

須恵第二小学校ＰＴＡ細則

( 平成  ５年４月２４日　新規細則 )
( 平成１４年４月２７日　一部改正 )
( 平成２０年４月１９日　新規改正 )
( 平成２８年２月　１日　一部改正 )



須恵第二小学校弔慰細則

摘 要 PTA 附 則

児 童 本人死亡 10,000 ・通夜に PTA代表・学級委員参列

＋弔電＋生花 ・会葬にＰＴＡ代表参列

（職員会と合同）・弔電生花は、教頭が行う

・ＰＴＡ会長から役員・理事・学

年学級委員へ連絡

・お包みは慶弔細則に則る

本人傷病 3,000 ・１週間以上の入院

本人初盆 3,000 ・PTA代表参加

父母死亡 10,000 ・通夜、会葬に PTA代表参列

・教頭が学年学級委員へ連絡

・お包みは慶弔細則に則る

職員 本人死亡 5,000 ・通夜、会葬に PTA代表参列

傷病 3,000 ・１週間以上の入院

本人初盆 3,000 ・PTA代表参加

配偶者死亡 3,000 ・通夜、会葬に PTA代表参列

一親等死亡 3,000 ・通夜、会葬に PTA代表参列

その他 その他の災害 ・別途役員会で協議

１ 上述規定以外及び対外的関係（町・PTA 役員・校医・町内小中学校職員・本校旧職員）については、

そのつどＰＴＡ役員で協議し決定する。

２ 遠隔地での通夜、葬儀の場合のＰＴＡ代表の交通費等については、その都度､ＰＴＡ役員で協議する。

この細則は、平成２８年２月１日より実施する。



令和６年４月２０日 
 

須恵第二小学校ＰＴＡ 
 

須恵第二小学校ＰＴＡ規約の一部改正について 

 

提案理由 

須恵第二小学校ＰＴＡ総会の開催方法について、様々な状況変化に対して、柔軟かつ臨

機応変に対応できるよう改正を行うものとする。 
 

須恵第二小学校ＰＴＡ規約 第１５条を、下記の通り改正する。 

 

【改正前】 

 総会は、本会の最高議決機関であって、会長がこれを召集する。

① 総会は、年１回とし、定足数は、会員の２分の１（委任状を含む）とし、議決は、

出席者の過半数の同意を必要とする。但し、規約の改正の議決は、３分の２以上と

する。

② 定足数は、委任状の数も含め認める。

【改正後】 

 総会は、本会の最高議決機関であって、年１回開催する。 

① 総会は、年１回とし、定足数は、会員の２分の１（委任状を含む）とし、議決は、

出席者の過半数の同意を必要とする。但し、規約の改正の議決は、３分の２以上と

する。なお、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

② 定足数は、委任状の数も含め認める。 

③ 開催方法は、対面総会もしくは、書面総会とし、理事会の承認を経て会長が決定す

る。 

④ 書面総会の定足数は、全会員の２分の１の書面表決書の提出をもって充足すること

とし、議決はその過半数の賛成を必要とする。なお、可否同数のときは、否とする。 

附 則

この条例は、令和６年４月２０日から施行する。



1．PTA　について
【Parent-Teacher Association＝保護者と教職員（児童を含まない）による社会教育関係団体】

◆PTAの目的

保護者と教職員が連携協力して、子どもたちの健全なる成長を支援するとともに、会員相互の識見を高め
、家庭・学校・地域社会の教育力の向上に努める。

（須恵第二小学校PTA規約第一章より）

◆PTAってなんだろう？

はじめてPTAの話を聞くのは、小学校の入学説明会に参加した時だと思います。
いきなりPTA本部の方に、学年委員をやりませんか？と言われても困ってしまいますよね。
「そもそもPTAって何だろう？」と思うのもこの時かもしれませんね。
簡単に言ってしまいますと、
自分の子供のために何かできる事はないかな。と思う保護者と先生の集まりです。
さらに、
近所の子供たちのためになるのだったら、忙しいけど少し協力してみようかと思う気持ちだと思います。
難しく考えないで気軽に参加してみてください。
今の学校に関する人は、先生、保護者の他に地域の人たちがいます。
自治会長さんや民生委員、学校ボランティアの方、地域によって呼び方は違いますが多くの方が子供たち
のために協力をしていただいています。
子供たちにとっても、先生や保護者以外の大人と接する良い機会だと思います。
できることから少しずつ参加してみましょう。

（日本PTA全国協議会HP　「はじめましてPTA」より）

◆PTAってなぜ必要なの？

みなさんは大切なお子さんを誰の手も借りず、安全な登下校をさせ、豊かな教育環境を育み、健全な成長
をさせることができるでしょうか。
子育てには様々な悩みがあり、保護者だけでは解決できないことがいろいろあるかと思います。
子供たちの健全育成のため、子育ての当事者同士が連帯し、先生方とも子供たちを取り巻く状況・情報の
共有をしながら学び合える場が必要となり誕生したPTA。
その活動は一人の百歩より百人の一歩でできることを皆で分担してすれば各負担も軽減されます。
また、連絡や活動をするにも何がしかの費用がかかりますが、会費という形で費用分担することで活動の
進展ができます。
子供たちの健やかな成長を願って、多くの保護者と先生方が連携・協働し、互いに学び合いながらPTAの
活動をする姿は、子供たちにとって大きな安心感を与えると共に、健やかな成長に大きく寄与することで
しょう。

（日本PTA全国協議会HP　「はじめましてPTA」より）

◆もう少し知りたい・・・

〇PTAについてはコチラ→　日本PTA全国協議会HP　「はじめましてPTA」
　https://www.nippon-pta.or.jp/pta/

〇須恵第二小学校PTAについては、4月に配布される「令和6年度ＰＴＡ総会資料」をご覧ください。



2．PTA組織図
（構成・選出方法）

Ｐ Ｔ Ａ 組 織 図

P　T　A　役　員

P　T　A　理　事 学年学級委員会

成人教育委員会

広 　報 　委員会　　　

施　 設 　委員会

地区環境委員会

学級から選出

地区から選出

広報委員会

ＰＴＡ 役 員

（学校職員）
・顧問　校長
・書記　3名
・会計　１名

（保護者）
・会長　　１名
・副会長　４名

（男性,女性 各2名）

ＰＴＡ 理 事
成人教育
副委員長

成人教育
委員長

広報
副委員長

広報
委員長

施設
副委員長

施設
委員長

地区環境
副委員長

地区環境
委員長

学年学級委員長（6名）
1学年・2学年・3学年
4学年・5学年・6学年

施設委員会

地区環境委員会

学校職員（複数名）

長礼区

副委員長
(理事)

委員長
(理事)

学年学級委員会

【１学年】
各学級2名ずつ
→学年で1名が
委員長(理事)へ

【２学年】
各学級2名ずつ
→学年で1名が
委員長(理事)へ

【３学年】
各学級2名ずつ
→学年で1名が
委員長(理事)へ

【４学年】
各学級2名ずつ
→学年で1名が
委員長(理事)へ

【５学年】
各学級2名ずつ
→学年で1名が
委員長(理事)へ

【６学年】
各学級2名ずつ
→学年で1名が
委員長(理事)へ成人教育委員会

副委員長
(理事)

委員長
(理事)

【1学年】
各学級1名

【2学年】
各学級1名

【3学年】
各学級1名

【4学年】
各学級1名

【5学年】
各学級1名

【6学年】
各学級1名

（選出時期：毎年11月頃）
　各地区の規則に沿って選ばれた委員(8名)
　
　選出対象者、選出方法は
　　　　　　　　地区によって異なります

（選出時期：毎年4月初旬）
　各学級より選ばれた委員
　学級委員2名・成人教育委員1名
　
　小学校体育館で対象の保護者全員が
　集まり話し合いの上選出されます

（選出時期：毎年11月頃）
　各地区の規則に沿って
　選ばれた委員(8名)
　
　選出対象者、選出方法は
　地区によって異なります

構成は同様

構成は同様

藤浦区

甲植木区 甲植木区 乙植木区乙植木区

須恵区 須恵区 城山区 城山区

学校職員(複数名)

学校職員(複数名)

（選出時期：毎年11月～2月頃）
役員選考委員会が選出(5名)



3．PTA活動について
1 学年学級委員会

〇構成 各学級から2名ずつ（委員）→　学年から1名（学年長 兼理事）
6学年長　→　学年学級委員長

〇目的 各学級の保護者の代表として、保護者と教員のパイプ役となり、児童の健全育成を目指す。
〇活動 ・年数回、学年学級委員会を実施

・年数回、学習参観後の学級集会の司会進行
・親子レクレーション等の計画、準備と当日の進行
・その他、学級単位の行事のお手伝い

2 成人教育委員会
〇構成 各学級から1名ずつ（委員）　＋　PTA理事から2名（委員長・副委員長）
〇目的 会員相互の教養を高めること。保護者としての知識や教養を高め、家庭における子育てや学校に

おける児童の教育に資すること。
〇活動 ・年数回、成人教育委員会を実施

・学習会や講演会の計画、実施、報告
・夏休みチャレンジの取り組み
・ぺったんフェアのお手伝い　※ぺったんフェア…毎年11月に第二小で開催される地域行事

3 広報委員会
〇構成 各地域より1～2名（委員）　＋　PTA理事から2名（委員長・副委員長）
〇目的 会員並びに地域社会や関係諸機関に対しＰＴＡ活動の情報を伝達する。

家庭教育や子育て等に関する情報収集を行う。
〇活動 ・年数回、広報委員会を開催

・定期的な広報紙の発行
・広報紙に掲載する行事の写真撮影

4 施設委員会
〇構成 各地域より1～2名（委員）　＋　PTA理事から2名（委員長・副委員長）
〇目的 主として学校教育施設や環境の改善・充実に関する活動を実践する。

リサイクル活動を通して資源の有効活用を図るとともに、会員並びに子どもに対し地域の環境保
全に関する意識を高める。また、リサイクル活動による収益の有効活用を企画・立案する。

〇活動 ・年数回、施設委員会を開催
・年に2回、リサイクルサンデーの計画、準備、実施

5 地区環境委員会
〇構成 各地域より1～2名（委員）　＋　PTA理事から2名（委員長・副委員長）
〇目的 主として地域の教育環境の改善・充実に努める。

子どもの生命を守るための地域活動や子どもの心身を健全に育てるための地域活動を行う。
地区懇談会を通して、「地域の子ども」を育てる活動に努める。

〇活動 ・年数回、地区環境委員会を開催
・年に2回、校内美化作業の計画、準備、実施
・年に1回、危険箇所を選定


